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令和５年 第１回定例会 口頭報告 

（令和５年２月２１日） 

令和４年度 定期監査第三期の結果について、ご報

告いたします。 

今回は、区民部、地域のちから推進部、福祉部、会

計管理室及び選挙管理委員会事務局を対象に、主に令

和３年度の事務事業について監査を実施いたしました。 

その結果、指摘事項が３点、及び監査委員意見が 

１点ございました。 

 

指摘事項の１点目は、「契約事務の適正な執行につい

て」でございます。 

契約事務規則第３条第２項により、１３０万円未満の

工事については、契約事務を処理する権限が部長に委任

されており、所管課は、その責任において適正に契約事

務を執行することとされております。 

ところで、住区推進課の契約事務を監査したところ、

住区センターの洋便器化工事について、工事内容、契約

請求決定日、履行期限が同一である１３０万円未満の工

事が７件ありました。７件の予定価格を合計すると

３９９万８，５００円であるため、契約課を通して
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１件の契約とすべきであるにもかかわらず、分割して主

管課契約を行っておりました。 

こうした取り扱いは、地方自治法、契約事務規則等に

照らして不適切な事務処理であります。 

 

指摘事項の２点目は、「行政財産目的外使用許可使用料

の徴収について」でございます。 

足立区行政財産使用料条例第６条において、使用料は、

行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する

日までにその全額を徴収すること、また、同条ただし書

きでは、区長等が特別の理由があると認めるときは分割

して納付させることができると規定しております。 

ところで、福祉管理課の使用料徴収事務について監査

したところ、区有施設上空を通過する特別架空送電線の

使用料について、分割による徴収計画に基づき、令和４

年度分の使用料を使用開始する日までに徴収すべきとこ

ろ、特別な理由なく使用開始後の令和４年９月に調定を

行い、徴収しておりました。 

使用料を徴収する前に使用させていたのは、本条例に

反するものであります。 
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指摘事項の３点目は、「施設の安全管理について」でご

ざいます。 

高齢福祉課では、介護保険事業者支援施設条例に基づ

き、介護保険事業者に対し長期的に区有施設を利用させ、

その施設の修繕及び工事に関する事務を行っております。 

ところで、特別養護老人ホームの修繕及び工事につい

て監査したところ、建築基準法第１２条に基づく定期点

検において、非常用照明装置の不点灯箇所について、器

具または蓄電池の交換が必要であることが指摘されまし

たが、その修繕工事は約 11 か月後に行われておりまし

た。 

不良箇所の存在を認識しつつ、非常用照明装置の修繕

を速やかに行わなかったことは、常時介護が必要な入所

者が生活している施設を所有する区として安全管理に問

題があると言わざるを得ません。 

 

以上、３点について、今後このようなことが繰り返さ

れないよう、必要な改善措置を講じるよう指摘をいたし

ました。 
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監査委員意見は、地域調整課が、「多文化共生推進計画」

の施策として、令和２年度より事業を実施している「『外

国にルーツを持つ児童・生徒等に対する学習支援』事業

について」に関するものでございます。 

事業内容は、外国にルーツを持ち日本語指導が必要で、

学習支援を必要とする区内在住の小中学校生・高校生、

高校未進学者及び高校中退後未進学者等に対し、居場所

を兼ねた学習支援を行うものであります。 

 

本事業の実施結果を見ると、令和２年度は、定員

５０名のところ、定員充足率は４４％、登録者 1 名当た

りの平均費用は５１万円となっておりました。令和３年

度は、事業者をプロポーザル方式で選定し、契約金額が

約２倍に上昇する一方、定員充足率は５２％、登録者

１名当たりの平均費用は８１万円となった結果、登録者

１名を増やすためのコストは２４８万円となっておりま

した。 

以上のように、本事業の実施結果を概観したところ、

令和３年度の事業の効率性が極めて悪化していることか

ら、契約状況や事業実施状況について監査したところ、

問題が３点認められました。 
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問題の１点目は、「契約予定価格の設定プロセスについ

て」でございます。 

令和３年度契約にあたって契約予定価格を設定するに

あたり、ＡとＢのふたつのＮＰＯ法人から、下見積りを

徴して参考としておりましたが、Ａ法人とＢ法人の見積

金額が大きく乖離しているにもかかわらず、単純に下見

積額を平均したと考えられる額を契約予定価格として設

定しておりました。 

また、令和４年度契約にあたっても、目標定員を５０

名から４０名に変更したことによる、契約金額変更につ

いて検討すべきにもかかわらず、検討が為された形跡が

認められませんでした。 

これらの予定価格決定プロセスは、「予定価格は適正に

定めなければならない」旨、規定された契約事務規則

第１９条第２項に照らして、不適切であると思われます。 

 

問題の２点目は、「実績評価プロセス及び内容の妥当性

について」でございます。 

本事業については、令和３年度の実績評価において高

評価とされた場合、翌年度も契約更新されることを前提

に、プロポーザル方式で事業者選定を行っております。

実績評価委員会の評価プロセス及び内容を見ると、  
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①  評価項目として、最も重要と思われる事業成果の 

項目がないこと 

②  定員充足率に関する全評価委員の評点が、予め決 

められた評価基準に反し、高い評点が付されてい 

ることなど 

評価の公正性に疑念を抱かせる点がございました。 

 

問題の３点目は、「実績報告書の内容について」でござ

います。 

本事業は、プロポーザル事業であり、ＰＤＣＡサイク 

ルを通じた事業改善を図ることが期待されております。

しかし、事業の実績報告書には、事業者としての事業結

果の分析、評価、次年度に向けた課題と改善方策、特に

定員充足率向上に向けた対応策が具体的に示されてお

らず、事業の効果的な改善に資するものになっていない

と思われます。 

 

以上のとおり、本事業には、予定価格の設定、事業評 

価及び実績報告書等事業管理に不適切な点が散見され、

経済性、効率性、有効性、及び合規性の観点から改善す

べき点が認められます。 
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本区は、２３区中３番目に外国人居住者が多く、多文

化共生の推進は大きな政策課題であり、本施策の重要性

は高いものとなっております。 

プロポーザル方式による事業者選定の利点を活かして

ＰＤＣＡサイクルを適切に機能させ、事業成果が向上す

るよう、本事業の改善を求める旨、監査委員意見を付し

ております。 

 

執行機関におかれましては、監査結果に十分留意され、

適切な事務の執行を期されますようお願い申し上げます。 

 

以上をもちまして、定期監査第三期の報告とさせて

いただきます。 


